
第４回 紀南地域廃棄物適正処理検討委員会

）日時：平成１５年 ７ 月 ５ 日（土

午後２時３０分から

場所：田辺商工会議所３階 大会議室

１．開 会

委員長あいさつ及び前回議事録の確認

２．議 題

（１）紀南地域の産業廃棄物に係る実態と課題

（２）その他

３．次回検討委員会の開催について

４．閉 会



紀南地域廃棄物適正処理検討委員会への
関係者の出席に関する確認事項（案）

検討委員会に協議会の関係者として、市町村担当者、廃棄物排出事業者及び廃棄物

処理業者等に出席してもらい、検討の状況に応じて発言をお願いしたいと思います。

その際のルールを以下のとおりとしたいと思います。

． 、 、 、１ 関係者とは 検討委員会において 必要な参考意見の発言をお願いするため

協議会事務局の要請に基づき検討委員会に出席した者とします。

２．関係者は、委員長の求めがあった場合のみ発言が可能です。

３．関係者は、一般傍聴者とは別の関係者席に着席して下さい。

４．関係者の発言内容は、委員会の議事録に記録します。

なお、本日の検討委員会の議題は 「産業廃棄物に係る実態と課題」の説明になり、

ますが、産業廃棄物に関する関係者の調整が済んでいません。このルールを検討委員

会として了承していただき、第５回検討委員会から体制を整えたいと考えています。
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１０）廃酸・廃アルカリ

[発生状況]

写真業や病院からの写真、レントゲンの現像液および定着液です。

多数の発生事業所があります。

[処理状況]

本地域の廃棄物の殆どが、県外で処理されています。処理先の業者は、全国規模で事業

を行っている業者です。これらの廃棄物は、高度な技術が必要です。
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図 廃酸・廃アルカリのマップと各種情報5-10

処理先が県内で、30ｋｍ圏未満の発生源

処理先が県内で、50ｋｍ圏未満の発生源

処理先が県内で、50ｋｍ圏以上の発生源

処理先が県外で、30ｋｍ圏未満の発生源

処理先が県外で、50ｋｍ圏未満の発生源

処理先が県外で、50ｋｍ圏以上の発生源

当該廃棄物の処理を行っている県内の処理施設

★の県内処理施設からの半径30km圏

県内の主要幹線道路

（単位：百t/年）
委託処理量
委託最終処分量 委託中間処理

計 資源化目的 処分目的
紀南 北部 県外 計 紀南 北部 県外 計 紀南 北部 県外

廃酸・廃ｱﾙｶﾘ 3 0 0 3 3 0 0 3 3

発生量 自己処
理量 自己
利用
等量

自己
減量
化量

0 20 40 60 80 100

全体(647)

資源化目的(16)

処分目的(631)

移動距離～10km ～20km ～30km ～40km ～50km ～60km ～70km ～80km ～90km ～100km 100km以上

移動距離の分布(　)サンプル数
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１１）金属くず

①製造業等から発生しているもは、その殆どがリサイクルされています。

②処分される金属くずの殆どが、建設業からのものです。
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図 金属くずのマップと各種情報5-11

処理先が県内で、30ｋｍ圏未満の発生源

処理先が県内で、50ｋｍ圏未満の発生源

処理先が県内で、50ｋｍ圏以上の発生源

処理先が県外で、30ｋｍ圏未満の発生源

処理先が県外で、50ｋｍ圏未満の発生源

処理先が県外で、50ｋｍ圏以上の発生源

当該廃棄物の処理を行っている県内の処理施設

★の県内処理施設からの半径30km圏

県内の主要幹線道路

（単位：百t/年）
委託処理量
委託最終処分量 委託中間処理

計 資源化目的 処分目的
紀南 北部 県外 計 紀南 北部 県外 計 紀南 北部 県外

金属くず（建設系） 17 3 3 13 2 2 1 11 8 4 4 3 0 1 2

金属くず（他） 33 31 31 2 2 2 2 0 0 0 0

小計 50 34 34 16 2 2 1 14 10 6 4 4 0 2 2

発生量 自己処
理量 自己
利用
等量

自己
減量
化量

0 20 40 60 80 100

全体(251)

資源化目的(45)

処分目的(206)

移動距離～10km ～20km ～30km ～40km ～50km ～60km ～70km ～80km ～90km ～100km 100km以上

移動距離の分布(　)サンプル数
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１２）廃プラスチック類

廃プラスチックは、多種多様な産業から発生しています。

①建設業

、 。建設業からの発生した廃プラスチックは 殆どがリサイクルさずに処分されています

②廃タイヤ

タイヤ販売店から発生しますが、県外のセメント工場の燃料等に利用されています。

③農業用廃ビニール

農協等と通して、宮崎県のリサイクル専門業者でリサイクルされています。

④写真業や病院からの写真、レントゲンフイルム

廃酸、廃アルカリと同様の業者で処理されています。

⑤上記以外の廃プラスチック

北部地区又は県外で、焼却処分又は直接最終処分されています。

※田辺市周辺地域は、県内の処理施設の ｋｍ圏でカバーされていません。30
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図 廃プラスチックのマップ及び各種情報5-12

処理先が県内で、30ｋｍ圏未満の発生源

処理先が県内で、50ｋｍ圏未満の発生源

処理先が県内で、50ｋｍ圏以上の発生源

処理先が県外で、30ｋｍ圏未満の発生源

処理先が県外で、50ｋｍ圏未満の発生源

処理先が県外で、50ｋｍ圏以上の発生源

当該廃棄物の処理を行っている県内の処理施設

★の県内処理施設からの半径30km圏

県内の主要幹線道路

0 20 40 60 80 100

全体(389)

資源化目的(29)

処分目的(360)

移動距離～10km ～20km ～30km ～40km ～50km ～60km ～70km ～80km ～90km ～100km 100km以上

移動距離の分布(　)サンプル数

（単位：百t/年）
委託処理量
委託最終処分量 委託中間処理

計 資源化目的 処分目的
紀南 北部 県外 計 紀南 北部 県外 計 紀南 北部 県外

廃プラ（建設系） 29 29 5 0 3 2 24 0 0 24 15 9

廃プラ（他） 43 2 2 41 11 0 11 30 9 9 21 9 12

計 72 2 2 70 16 0 3 13 54 9 9 45 24 21

発生量 自己処
理量 自己
利用
等量

自己
減量
化量
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１３）廃油

廃油の発生源は、一部製造業がありますが、殆どが、ガソリンスタンドや自動車整備工

場です。

※廃油を処理する施設は、本地域にはありません。

廃油の処理は、殆どが県外です。県外業者は、全国規模で事業を行っている業者です。

良質のものはリサイクルされ、粗悪なものは焼却処分されています。
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図 廃油のマップと各種情報5-13

処理先が県内で、30ｋｍ圏未満の発生源

処理先が県内で、50ｋｍ圏未満の発生源

処理先が県内で、50ｋｍ圏以上の発生源

処理先が県外で、30ｋｍ圏未満の発生源

処理先が県外で、50ｋｍ圏未満の発生源

処理先が県外で、50ｋｍ圏以上の発生源

当該廃棄物の処理を行っている県内の処理施設

★の県内処理施設からの半径30km圏

県内の主要幹線道路

（単位：百t/年）
委託処理量
委託最終処分量 委託中間処理

計 資源化目的 処分目的
紀南 北部 県外 計 紀南 北部 県外 計 紀南 北部 県外

廃油類 7 0 0 7 7 5 5 2 0 2

発生量 自己処
理量 自己
利用
等量

自己
減量
化量

0 20 40 60 80 100

全体(201)

資源化目的(159)

処分目的(42)

移動距離～10km ～20km ～30km ～40km ～50km ～60km ～70km ～80km ～90km ～100km 100km以上

移動距離の分布(　)サンプル数
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１４）感染性廃棄物

感染性廃棄物は病院等の医療機関より発生します。

※感染性廃棄物を処理する施設は、本地域にはありません。

感染性廃棄物については、北部地区内に焼却処理による無害化を行っている業者が 社1

存在しており、この業者以外の処理はすべて県外処理となっています。

北部地区の業者は、現在、県医師会より委託を受けて、県内どこでも同一料金による処

理を行っている。

特別管理産業廃棄物である感染性廃棄物の処理は、安全対策が十分に施された施設で処

理すること重要です。
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図 感染性廃棄物のマップと各種情報5-14

処理先が県内で、30ｋｍ圏未満の発生源

処理先が県内で、50ｋｍ圏未満の発生源

処理先が県内で、50ｋｍ圏以上の発生源

処理先が県外で、30ｋｍ圏未満の発生源

処理先が県外で、50ｋｍ圏未満の発生源

処理先が県外で、50ｋｍ圏以上の発生源

当該廃棄物の処理を行っている県内の処理施設

★の県内処理施設からの半径30km圏

県内の主要幹線道路

（単位：百t/年）
委託処理量
委託最終処分量 委託中間処理

計 資源化目的 処分目的
紀南 北部 県外 計 紀南 北部 県外 計 紀南 北部 県外

感染性廃棄物 8 8 8 8 0 8

発生量 自己処
理量 自己
利用
等量

自己
減量
化量

0 20 40 60 80 100

全体(267)

資源化目的(0)

処分目的(267)

移動距離～10km ～20km ～30km ～40km ～50km ～60km ～70km ～80km ～90km ～100km 100km以上

移動距離の分布(　)サンプル数


